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宮 崎 県 土 木 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 協 会 会 則  

 

（ 名  称 ）  

第 １ 条  本 会 は 宮 崎 県 土 木 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 協 会 と 云 う 。  

 

（ 運 営 方 針 ）  

第 ２ 条  本 会 は 会 員 相 互 が 信 頼 の 原 則 を 前 提 と し て 関 連 情 報 を 開

示 し 、共 有 化 す る こ と で 会 員 相 互 が 連 携 し て 品 質 保 証 体 系 の

構 築 に あ た り 、以 っ て 会 員 が 製 造 す る 製 品 の 信 頼 性 と 社 会 的

地 位 の 向 上 を 図 る 。  

 

（ 事  業 ）  

第 ３ 条  本 会 は 運 営 方 針 に 則 り 会 員 の 相 互 信 頼 関 係 を 維 持 し 、 組

織 的 な 品 質 保 証 体 系 を 持 続 す る た め に 次 の 事 業 を 行 う 。  

( 1 )  会 員 工 場 に 対 し 品 質 管 理 業 務 に 係 る 内 部 監 査 を 定 期 的 に

実 施 す る 。  

( 2 )  内 部 監 査 結 果 を 評 価 し 顧 客 の 要 望 に 応 じ て こ れ を 開 示 す

る 。  

( 3 )  内 部 監 査 に よ っ て 会 員 の 品 質 責 任 を 喚 起 し 、 相 互 啓 発 を

図 る 。  

( 4 )  会 員 が 必 要 と す る 情 報 の 提 供 及 び 技 術 向 上 に 必 要 な 研 修

を 行 う 。  

( 5 )  共 通 製 品 に 関 す る 新 技 術 や 新 工 法 の 共 同 開 発 を 行 う 。  

( 6 )  建 設 関 連 諸 団 体 と の 連 絡 調 整 を 行 う 。  

( 7 )  そ の 他 、 当 協 会 の 運 営 方 針 に 必 要 な 諸 事 を お こ な う 。  

 

（ 会 員 の 資 格 ）  

第 ４ 条  本 協 会 の 協 会 員 資 格 を 有 す る も の は 、 次 の 各 号 の 要 件 を

満 た す 者 と す る 。  

( 1 )  本 会 が 定 め る 下 記 ブ ロ ッ ク 内 に 工 場 を 有 し 、 日 本 工 業 規

格 認 証 (Ａ 5 3 7 1 )取 得 工 場 (※ 1 )で あ っ て 、本 会 の 趣 旨 に 賛

同 し た 者 で あ る こ と 。  

( 2 )  該 当 す る 地 域 ブ ロ ッ ク に 事 業 協 同 組 合 が あ る 支 部 に あ っ
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て は そ の 組 合 員 で あ る こ と 。  

 (※ 1 )日 本 工 業 規 格 認 証 取 得 の 条 件 は 、こ の 会 則 施 行 の 日 か ら

2 年 間 ま で こ れ を 猶 予 す る 。  

 

ブ ロ ッ ク 支 部 と 関 係 区 域  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 入  会 ）  

第 ５ 条  本 会 に 入 会 を 希 望 す る 者 は 内 部 監 査 に 関 す る 別 紙 同 意 確

認 書 を 添 え て 本 会 宛 に 申 し 込 み を 行 い 、理 事 会 の 承 認 を 得 て

会 員 と な る 。  

２ .  理 事 会 で 入 会 を 承 認 さ れ た と き は 定 め ら れ た 入 会 金 を 納 入

し な け れ ば な ら な い 。  

３ .  入 会 金 の 金 額 は 理 事 会 に よ っ て 決 定 さ れ る 。  

 

（ 会  費 ）  

第 ６ 条  本 会 は 、 事 業 及 び 管 理 運 営 に 必 要 な 会 費 を 徴 収 す る こ と

が で き る 。  

２ .  会 費 の 額 は 理 事 会 が そ の 事 業 年 度 に 予 定 さ れ る 事 業 計 画 に

基 づ き 決 定 す る 。  

３ .  会 費 の 納 入 方 法 は 年 度 当 初 に 行 わ れ る 理 事 会 に よ っ て 定 め

る も の と す る 。  

４ .  納 入 さ れ た 会 費 は 理 由 を 問 わ ず 返 納 し な い 。  

 

（ 会 員 資 格 の 喪 失 ）  

第 ７ 条  次 の 各 号 に よ っ て 本 会 員 の 資 格 を 喪 失 す る 。  

( 1 )  脱 会 希 望 者 は 3 0 日 前 に 脱 会 届 け を 協 会 長 に 提 出 し た 上 で

地 域 ブ ロ ッ ク 土 木 事 務 所 管 内  

県 南 ブ ロ ッ ク 日 南 ・ 串 間  

県 西 ブ ロ ッ ク 都 城 ・ 小 林  

県 央 ブ ロ ッ ク 宮 崎 ・ 西 都 ・ 高 鍋 ・ 高 岡  

県 北 ブ ロ ッ ク 西 臼 杵 ・ 延 岡 ・ 日 向  
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自 由 脱 会 と な る 。  

但 し 、 脱 会 希 望 者 が 協 同 組 合 員 で あ る と き は 当 該 組 合 が

定 め る 会 則 に 従 う こ と 。  

( 2 )  正 当 な 理 由 な く 内 部 監 査 業 務 を 不 履 行 と し た と き 。  

( 3 )  事 業 を 廃 止 し た と き 。  

 

（ 除  名 ）  

第 ８ 条  下 記 に 該 当 す る 会 員 は 総 会 の 議 決 を 経 て 除 名 す る こ と が

で き る 。  

( 1 )  本 会 が 行 う 内 部 監 査 の 結 果 、 製 造 販 売 す る 製 品 に 疑 問 が

あ る と 判 断 さ れ た と き 。  

( 2 )  本 会 の 運 営 方 針 に 反 す る 行 為 が 認 め ら れ た と き 。  

( 3 )  地 域 ブ ロ ッ ク の 内 外 部 に 対 し 信 頼 を 損 ね 、 若 し く 組 織 的

品 質 保 証 体 系 の 構 築 に 協 調 し な い と き 。  

( 4 )  そ の 他 、本 会 の 信 用 を 失 墜 さ せ る 行 為 が 認 め ら れ た と き 。 

( 5 )  6 ヶ 月 を 超 え て 本 会 費 が 未 納 と な っ た 時 。  

２ .除 名 審 議 は 下 記 に よ る 。  

( 1 )  除 名 審 議 は そ の 該 当 者 名 に 理 由 書 を 添 え て 会 長 に 対 し 除

名 処 分 の 審 議 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

( 2 )  除 名 の 申 請 が あ っ た 時 は こ れ を 総 会 に 諮 り 、 出 席 者 の 過

半 数 の 賛 成 が あ れ ば 、 そ の 会 員 を 除 名 と す る こ と が 出 来

る 。  

( 3 )  除 名 審 議 に あ た り 除 名 対 象 者 に は 弁 明 の 機 会 を 与 え る 。  

( 4 )  一 旦 除 名 さ れ た 者 で あ っ て も 、 除 名 の 原 因 が 解 消 さ れ た

と き は 本 会 の 理 事 会 の 承 認 を 経 て 復 帰 す る こ と が 出 来 る 。 

 

（ 報  告 ）  

第 ９ 条  会 員 は 社 名 、 代 表 者 、 所 在 地 な ど に 変 更 が あ っ た と き は

速 や か に 本 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２ .  本 会 が 行 う 各 種 調 査 や 資 料 収 集 に 当 た っ て 、会 員 は そ の 求 め

に 応 じ て 報 告 を 行 う 。  

 

（ 役  員 ）  
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第 １ ０ 条  本 会 に 次 の 役 員 を 置 く も の と す る 。  

会  長    1 名   

副 会 長    1 名  

理  事  (各 ブ ロ ッ ク か ら 1 名 以 上 )  4 名  

監  事    2 名  

２ .  役 員 に 欠 員 を 生 じ た 時 は 補 填 す る こ と が 出 来 る 。  

 

（ 役 員 の 任 期 ）  

第 １ １ 条  役 員 の 任 期 は 次 の 通 り と す る 。  

( 1 )  役 員 の 任 期 は 2 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い  

( 2 )  補 填 に よ り 選 任 さ れ た 場 合 は 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

( 3 )  任 期 満 了 後 に 新 役 員 の 選 任 が 叶 わ な い と き は 前 任 者 が そ

の 後 任 決 定 時 ま で 任 務 を 継 続 す る も の と す る 。  

 

（ 役 員 の 選 任 ）  

第 １ ２ 条  理 事 は 各 地 域 ブ ロ ッ ク 内 の 会 員 が 協 議 し て 定 め た

会 員 を 理 事 と す る 。  

２ .  会 長 、副 会 長 の 人 選 は 本 会 に 選 出 さ れ た 理 事 の 中 か ら 互 選 に

よ っ て 決 定 す る 。  

３ .  監 事 は 理 事 会 が 会 員 の 中 か ら 選 出 す る 。  

 

（ 役 員 の 職 務 ）  

第 １ ３ 条  会 長 は 本 会 を 代 表 し 本 会 の 会 務 を 統 括 す る  

２ .  副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 、会 長 に 事 故 あ る と き は そ の 職 務 を 代

行 す る  

３ .  理 事 は 会 長 、及 び 副 会 長 と と も に 役 員 会 を 構 成 し 会 務 の 執 行

を 決 定 し 、 推 進 す る 。  

４ .  監 事 は 本 会 の 業 務 及 び 会 計 の 監 査 に 当 る 。  

 

（ 相 談 役 及 び 顧 問 ）  

第 １ ４ 条  本 会 は 顧 問 を お く こ と が で き る 。  

２ .  相 談 役 及 び 顧 問 は 理 事 会 の 承 認 を 得 て 会 長 が 委 嘱 す る 。  

３ .  相 談 役 及 び 顧 問 は 、本 会 の 運 営 に 関 し 重 要 な 事 項 に つ い て 会
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長 の 諮 問 に 応 え 、又 は 会 議 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ る こ と が 出

来 る 。  

４ .  相 談 役 及 び 顧 問 の 任 期 は 選 任 後 ２ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年

度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 期 総 会 の 終 結 の と き ま で と

し 、 再 任 は 妨 げ な い 。  

 

（ 会  議 ）  

第 １ ５ 条  本 会 は 次 の 会 議 と 構 成 員 を 以 っ て 事 業 の 推 進 に あ

た る 。  

( 1 )  定 期 総 会  

 総 会 は 会 員 の 半 数 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る 。  

( 2 )  臨 時 総 会  

     臨 時 総 会 は 会 員 の 半 数 以 上 の 出 席 を も っ て 成 立 す る 。  

( 3 )   理 事 会  

 理 事 会 は 会 長 、 副 会 長 、 及 び 理 事 で 構 成 す る 。  

 

（ 会 議 の 招 集 ）  

第 １ ６ 条  定 期 総 会 は 毎 事 業 年 度 終 了 後 2 ヶ 月 以 内 に 開 催 し 、

総 会 の 招 集 は 開 会 の 1 4 日 前 ま で に 、 開 催 日 時 、 場 所 、 議 案

を 記 載 し た 書 面 で 会 員 に 通 知 す る  

２ .臨 時 総 会 は 必 要 に 応 じ て 会 長 が 召 集 し て 開 催 し 、 開 催 の 手 順

は 定 期 総 会 と 同 じ で あ る 。  

３ .理 事 会 そ の 他 の 会 議 は 会 長 が 必 要 に 応 じ て 適 宜 通 知 し て 開 催

す る 。  

 

（ 会 議 の 協 議 事 項 ）  

第 １ ７ 条  会 議 の 協 議 事 項 は 次 の と お り と す る  

( 1 )  定 期 総 会  

総 会 は 次 の 事 案 を 決 議 す る 。  

事 業 経 過 報 告 、 決 算 、 監 査 報 告 に 関 す る 事 項 、 次 期 事

業 計 画 案 及 び 予 算 案 に 関 す る 事 項 、 会 則 変 更 そ の 他 事

業 推 進 に 関 す る 事 項 。  

（ 2） 臨 時 総 会   
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会 員 の 除 名 そ の 他  

( 3 )  理 事 会  

本 会 の 業 務 遂 行 に 必 要 な 事 項 に つ い て 協 議 す る 。  

 （ 4） 技 術 委 員 会  

   新 工 法 、新 技 術 開 発 や 内 部 監 査 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 

必 要 に 応 じ て 臨 時 的 に 開 催 す る 。  

（ 5） 内 部 監 査 委 員 会  

内 部 監 査 は 最 低 1 回 ／ 年 以 上 と し 、 会 員 工 場 の 内 部 監

査 と 監 査 結 果 の 評 価 を 行 う 。  

尚 、 内 部 監 査 の 方 法 は 、 別 に 定 め た 「 プ レ キ ャ ス ト

コ ン ク リ ー ト 製 品 検 査 基 準 書 」 の 内 、 宮 崎 県 土 木 コ ン

ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 協 会 規 格 に 準 じ て 行 う 。  

 

（ 総 会 の 決 議 ）  

第 １ ８ 条  定 期 総 会 及 び 臨 時 総 会 は 会 員 1／ 2 以 上 の 出 席 を 得

て 成 立 す る 。定 期 総 会 又 は 臨 時 総 会 に 出 席 で き な い 者 は 委 任

状 の 提 出 を 以 っ て こ れ に 代 え る こ と が で き る 。  

２ .  定 期 総 会 又 は 臨 時 総 会 の 議 長 は 会 長 が 行 う 。  

３ .  定 期 総 会 又 は 臨 時 総 会 の 議 決 は 出 席 者 の 過 半 数 を 以 っ て 可

決 さ れ る 。  

４ .  採 決 の 結 果 、 同 数 の と き は 議 長 の 可 否 を も っ て 決 定 す る 。  

 

（ 総 会 及 び 理 事 会 の 議 事 録 ）  

第 １ ９ 条  会 議 の 議 事 録 は 次 の 事 項 を 記 録 し て 事 務 局 が 行 う 。 

( 1 )  会 議 の 日 時 場 所  

( 2 )  出 席 者 名  

( 3 )  会 議 の 趣 旨 と 経 過  

２ .  定 期 総 会 又 は 臨 時 総 会 の 議 事 録 署 名 人 は 全 理 事 が 行 う 。  

そ の 他 の 会 議 で は こ れ を 必 要 と し な い 。  

 

（ 役 員 の 報 酬 ）  

第 ２ ０ 条  役 員 は 無 報 酬 と す る 。  
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（ 職  員 ）  

第 ２ １ 条  本 会 は 若 干 名 の 職 員 を 置 く こ と が で き る 。  

 

（ 事 業 年 度 ）  

第 ２ ２ 条  本 会 の 事 業 年 度 は 6 月 1 日 か ら 5 月 3 1 日 ま で と す

る 。  

 

（ 資 産 及 び 余 剰 金 ）  

第 ２ ３ 条  本 会 の 資 産 は 安 全 か つ 有 利 な 方 法 で 管 理 し な け れ

ば な ら な い 。ま た 余 剰 金 は 積 み 立 て て 翌 年 度 に 繰 り 越 す も

の と す る 。  

 

（ 損 失 金 の 処 理 ）  

第 ２ ４ 条  損 失 の 補 填 は 積 立 金 か ら 取 り 崩 し て こ れ に 宛 て る 。

積 立 金 で 満 た な い と き は 理 事 会 協 議 に よ る 。  

 

（ 入 会 金 の 返 還 ）  

第 ２ ５ 条  入 会 金 の 返 還 は 下 記 に よ る 。  

( 1 )  除 名 者 に は 入 会 金 の 払 い 戻 し は 行 わ な い 。  

( 2 )  自 由 脱 会 者  

会 員 が 自 由 脱 会 の 際 は 請 求 に よ り 入 会 金 を 1 ヶ 月 以 内 に

返 還 す る 。  

( 3 )  本 会 が 解 散 に 至 っ た と き  

解 散 に 伴 う 必 要 経 費 を 含 め た 清 算 を 行 い 、 所 属 会 員 が 均

等 に 分 配 し 又 は 均 等 に 負 担 す る 。  

 

（ 事 務 所 ）  

第 ２ ６ 条  本 会 の 事 務 所 を 宮 崎 市 内 に お く 。  

 

（ 会 則 の 改 廃 ）  

第 ２ ７ 条  こ の 会 則 は 総 会 出 席 者 の 1／ 2 以 上 の 同 意 が あ れ ば  

改 廃 す る こ と が 出 来 る 。  
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・ こ の 会 則 は 平 成 2 4 年 6 月 1 9 日 か ら 施 行 す る 。  

・ 平 成 2 7 年 6 月 3 0 日 一 部 改 正 。（ 第 １ ４ 条 ）  

 

 


